
産業保健総合支援センターの
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独立行政法人 労働者健康安全機構

山形産業保健総合支援センター

2025.11.13

〒990-0047 山形市旅篭町三丁目1番4号 食糧会館4階

TEL：023-624-5188 FAX：023-624-5250

さんぽ 山形

職場における産業保健活動を

無料で支援します



2働く人の「こころ」と「からだ」の健康を無料でサポートします
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●「心の健康づくり計画」の策定

●ストレスチェック制度の実施にかかる規程・計画を策定

※衛生委員会等で十分な調査審議を行うことが必要です。 

基礎となる「計画」や「規程」を策定することが大事

（定期的に評価・見直しも必要です）
ポイント

１

ストレスチェック制度は「実施」するだけでなく、

その後の「集団分析」 「職場環境改善」も大事

ポイント

２

職場のメンタルヘルス対策を見直そう

※分析結果は、a)仕事の負担感、b)仕事のコントロール感、c)上司からの支援感、d)同僚からの
支援感の４要素の総和。「部下の感じ方の調査」であり、職場や職場の管理者の評価ではあり
ません。（参考資料：書籍「産業医・産業保健スタッフのためのストレスチェック実務Q&A」）

●集団分析結果を活用し、職場環境の把握・改善につなげる
●最初は、集団分析結果の意義や内容を理解することから始める
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困ったとき・支援が必要なとき、
産保センターにご相談ください

相談対応による支援
電話、メール、面談（要
予約）にて対応します。

個別訪問による支援
専門スタッフが事業場に
お伺いし、状況に合わせ
て支援を行います。

産業保健総合支援センターの支援内容

・「心の健康づくり計画」の策定に関する支援

・メンタルへルス対策のための事業場内体制の

整備に関する支援

・職場環境等の改善に関する支援

・管理監督者向け、若年労働者向けメンタルヘ

ルス教育

・ストレスチェック制度の導入に関する支援

※産保センターでストレスチェックの実施を請負ったり、

特定の外部機関を紹介することはできません。

こちらもご利用ください。
【ストレスチェック制度サポートダイヤル】
全国統一ナビダイヤル：０５７０－０３１０５０   
※通話料がかかります。
受付時間：平日１０時～１７時

（土曜、日曜、祝日、年末年始除く） 



がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎、メンタル不調者、その他難病等の疾病が対象

メンタルヘルス対策・両立支援
促進員（両立支援コーディネーター）
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◆地域産業保健センター（地域窓口：地さんぽ）

（１）労働者の健康管理に係る相談

・有所見者に対する事業場の取組に関する相談、指導等

（２）健康診断結果についての医師からの意見聴取※

・健康診断結果の有所見者に関し、事業主の義務とされている医師からの

意見聴取の実施〈健康診断が行われた日から３か月以内〉

（労働安全衛生法第66条の4）

（３）長時間労働者、ストレスチェックに係る高ストレス者に対する面接指導

・時間外労働が長時間に及ぶ労働者や、ストレスチェックの結果、高ストレス者と

判定された労働者による事業主への申出に基づく面接指導の実施

（労働安全衛生法第66条の8、第66条の10）

（４）個別訪問による産業保健指導

・作業環境管理、作業管理、メンタルヘルス対策等の健康管理の状況を踏まえた労

働衛生管理の総合的な助言、指導

※労働者数５０名未満の産業医の選任義務のない事業場の事業主及び労働者が対象

登録産業医、登録保健師等が以下のサービスを提供しています。
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県内６か所に設置【山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、村山市】
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